
 

 

民間保育所等保育士等就職準備金貸付事業 

の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7年 4月 

（公社）名古屋私立保育連盟 

  



1 

目 次 

 

１ 事業の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3 

 

２ 就職準備金貸付から返還免除までの流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P5 

 

３ 貸付までの手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6 

 (1) 貸付申込手続き 

 (2) 貸付の決定 

 (3) 貸付の契約・振込 

 (4) 貸付 

 

４ 養成施設在学中の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8 

 (1) 住所・氏名の変更があった場合 

 (2) 連帯保証人の住所・氏名の変更があった場合 

 (3) 連帯保証人の変更があった場合 

 (4) 休学、復学、転学（養成施設間での転学）、停学があった場合 

 (5) 転学（養成施設以外への転学）があった場合→ 返還猶予 

 (6) 退学があった場合→ 返還 

 (7) 留年した場合 

 (8) 貸付を辞退する場合（保育業務に従事する意思が無くなった場合等）→返還 

 

５ 養成施設卒業時の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11 

 (1) 卒業後、引き続き、名古屋市内の民間保育所等で保育業務に従事する場合 

→ 返還猶予 

 (2) 卒業後、引き続き、大学等に進学する場合→ 返還猶予 

 (3) 上記以外の場合（保育業務に従事しない場合、公立保育所に勤務する場合、名古 

屋市外の民間保育所等で勤務する場合等）→ 返還 

 

６ 保育所等在職中（随時）の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13 

 (1) 住所・氏名の変更があった場合 

 (2) 連帯保証人の住所・氏名の変更があった場合 

 (3) 連帯保証人の変更があった場合手続き 

 (4) 勤務先の変更（同一法人が運営する施設）があった場合 

 (5) 勤務先の変更（同一法人が運営する施設以外）があった場合（2 年以上勤務してい

る場合）→ 返還免除＋返還 

 (6) 勤務先の変更（同一法人が運営する施設以外）があった場合（2 年以上勤務してい

ない場合）→返還 



2 

 (7) 退職した場合（2 年以上勤務している場合）→返還免除＋返還 

 (8) 退職した場合（2 年以上勤務していない場合）→返還 

 

７ 保育所等在職中（現況確認時）の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P17 

 (1) 在職中で、5 年未経過の場合→ 返還猶予＋返還 

 (2) 在職中で、5 年経過の場合→ 返還免除 

 (3) 産休・育休中の場合→ 返還猶予 

 (4) 退職している場合（2 年以上勤務している場合）→ 返還免除 

 (5) 退職している場合（2 年以上勤務していない場合）→ 返還 

 

８ 様式記入例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P20 

 

９ 問い合わせ先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P25 

 

  



3 

１ 事業の概要 

 (1) 対象者 

   次の要件を全て満たす方 

   ・ 保育士を養成する学校（以下「養成施設」という。）に在学している方で、最終

学年に在籍している方 

   ・ 名古屋市内の民間保育所等※で、同一法人が運営する施設で 5 年間勤務し、保

育業務に従事することを予定している方 

   ・ なごやつなぐ保育士（利用無料）に登録済みの方 

   ・ 愛知県等が実施する修学資金又は他機関や他団体から就職準備に関する同種の

資金を借り受けていない方 

 

    ※ 民間保育所等に該当するもの 

      保育所、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こ

ども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所及び幼稚

園（名古屋市私立幼稚園における名古屋市一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）及び

名古屋市私立幼稚園における預かり保育拡充事業を実施する幼稚園に限る。） 

 

 (2) 貸付額 

   200,000 円以内 

 

 (3) 貸付期間 

   養成施設に在学する期間（最長 2 年間） 

 

 (4) 貸付金の使途 

   就職活動や就職のために必要な経費として、以下のものに活用いただけます。 

  〇 インターンシップや就職活動のために必要な交通費 

  〇 インターンシップや就職活動のために使用する被服費 

  〇 就職活動のために各種情報収集するためのパソコン等を購入する経費 

  〇 保育所等への就職によって転居が伴う場合における転居費用 

  〇 転居先の賃貸物件の借上げに伴う礼金や仲介手数料 

  〇 保育所等で使用する被服費 

  〇 保育所等に勤務するにあたり必要な研修費用又は参考図書等の購入費 

  〇 保育所等への通勤に要する自転車等の購入費 

  〇 その他、就職に必要と認められる経費 
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 (5) 返還猶予 

   次の場合、返還猶予されます。 

  ・ 養成施設を卒業した日から引き続き、名古屋市内の民間保育所等で、同一法人が

運営する施設で勤務し、保育業務に従事している場合 

  ・ 貸付契約を解除された後も、引き続き当該養成施設に在学している場合 

 

 (6) 返還免除 

   養成施設を卒業した日から引き続き、名古屋市内の民間保育所等で、同一法人が運

営する施設で 5 年間勤務し、保育業務に従事した場合、全額返還免除になります。 

  ※ 公立保育所や名古屋市外の保育所等で勤務する場合は返還免除の対象になりませ

んのでご注意ください。 

 

 (7) 返還 

   (5)、(6)に該当しない場合は、原則 2 年以内に、貸付けた就職準備金を返還いただ

きます。返還期間内に返還されない場合は、延滞日数に応じ、延滞元金に対し年 3％

の延滞利子を徴収します。 

  ※ 返還方法は、月賦、半年賦、一括返済から選択することができます。振込手数料

は借受人に負担いただきますので、一括返済を推奨します。 
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２ 就職準備金貸付から返還免除までの流れ（5 年間継続勤務して、返還免除になる場合） 

 

 

  

名保連 養成施設
学生

（借受人）

各養成施設へ貸
付希望者の取り
まとめ依頼

就職準備金の貸
付について学生
に周知

借受けの検討、
親族に確認、保
証人の依頼

申請書類の取り
まとめ・提出
・養成施設の長の推薦
状

申請に必要な書
類の準備・提出
・貸付申請書
・保証書兼誓約書

申請書類の審
査・貸付決定
・貸付決定通知

借受けに必要な
書類の準備・提
出
・借用証書
・振込口座申込書

貸付（支払い） 借受（入金）

就職活動・就職
準備

卒業時の手続き
の案内

返還裁量猶予の
決定
・裁量猶予決定通知

就職

毎年3月末、現況
確認の案内

在職証明の準
備・提出
・指定業務従事期間証
明書

毎年3月末、現況
確認の案内

返還当然免除申
請の準備・提出
・当然免除申請書
・指定業務従事期間証

明書

返還当然免除の
決定
・当然免除決定通知

返還免除！！

卒業時、各種届
を準備・提出
・養成施設卒業届
・保育士登録届
・指定業務従事届
・返還裁量猶予申請書

5年間、民間保育所等業務に従事

→この間返還猶予
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３ 貸付までの手続き 

  貸付申込等のための手続きのご案内です。必要な書類は、都度、ご案内するほか、な

ごやつなぐ保育士（https://hoiku.city.nagoya.jp/data.php?c=support）上にデータを

掲載しておりますので、適宜ご活用ください。 

 

 (1) 貸付申込手続き 

  ① 申請書類の準備 

   ・ 申請書類は、在学する養成施設を通じてご案内させていただきます。 

   ・ 貸付を受けるためには、連帯保証人（未成年者の場合は法定代理人（親権者））

を立てなければなりません。両親等親族の方にご相談ください。 

   ・ 申請に必要な以下の書類を揃えてください。 

    □ 就職準備金貸付申請書（規程第 1 号様式）（記入例 P20） 

    □ 世帯の住民票の写し 

     ※ マイナンバーの記載がないものにしてください。 

    □ 世帯全員の所得証明書（源泉徴収票の写し等） 

    □ 保証書兼誓約書（規程第 3 号様式） 

    □ 連帯保証人の所得証明書（源泉徴収票の写し等） 

 

  ② 申請書類の提出 

   ・ 申請書類は養成施設へ提出してください。 

    ※ 養成施設によって受付期間が異なります。提出方法と併せて、必ず養成施設

にご確認ください。 

   ・ 養成施設は、養成施設の長の推薦状（規程第 2 号様式）を作成し、各申請書類

と合わせて名保連あてに提出してください。保証書兼誓約書（規程第 3 号様式）

は郵送で、それ以外の書類は可能な範囲でデータでの提出をお願いします。就職

準備金貸付申請書（規程第 1 号様式）についてはできる限りデータでの提出をお

願いします。 

 

 (2) 貸付の決定 

  ・ 名保連は申請内容（申請書類）を審査し、貸付の可否を決定後、申請者に対して

通知します。 

   ※ 申請から決定までは、提出書類の確認及び貸付審査を経て、貸付決定通知もし

くは不承認通知を申請者あてにメールで通知します。ただし、申請件数や提出書

類の状況（不備があった場合等）により通知時期が遅れる場合があります。 

   ※ 審査の結果、貸付できない場合があります。 

 

 (3) 貸付の契約・振込 

  ① 貸付の契約・振込書類の準備 

https://hoiku.city.nagoya.jp/data.php?c=support
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   ・ 貸付の決定を通知する際に、貸付の契約・振込に必要な書類もご案内させてい

ただきます。 

   ・ 貸付の契約・振込に必要な以下の書類を揃えてください。 

    □ 就職準備金借用証書（規程第 4 号様式）（記入例 P22） 

     ※ 収入印紙の貼り付けが必要です。（10万円超：400円、10万円以下 200円）

貼り付け後、申請者と連帯保証人それぞれ割り印を押してください。 

    □ 借受人及び連帯保証人の印鑑登録証明書 

    □ 就職準備金振込口座申込申請書（細則様式第 1） 

    □ 通帳の写し等振込口座の内容（銀行名、支店名、口座番号、口座名義人）が

わかるもの 

     ※ インターネットバンキング等の場合、必要な情報がわかるスクリーンショ

ット等でもかまいません。 

 

  ② 貸付の契約・振込書類の提出 

   ・ 貸付の契約・振込書類は名保連へ提出してください。なお、就職準備金借用証

書（規程第 4 号様式）は郵送で、その他の書類はメールで提出してください。 

 

 (4) 貸付 

  ① 貸付金の振込 

   ・ 借用証書等を確認した後、指定の口座に就職準備金を名保連から振り込みます。 

  ② 貸付金の使途 

   ・ 貸付金の使途は下記のとおりです。養成施設卒業の際に、具体的な使途を確認

させていただきます。領収書等の提出は求めませんが、必要に応じて確認させて

いただく場合がありますので、貸付金の返還が免除されるまで又は返還が終了す

るまで保管をお願いします。 

    〇 インターンシップや就職活動のために必要な交通費 

    〇 インターンシップや就職活動のために使用する被服費 

    〇 就職活動のために各種情報収集するためのパソコン等を購入する経費 

    〇 保育所等への就職によって転居が伴う場合における転居費用 

    〇 転居先の賃貸物件の借上げに伴う礼金や仲介手数料 

    〇 保育所等で使用する被服費 

    〇 保育所等に勤務するにあたり必要な研修費用又は参考図書等の購入費 

    〇 保育所等への通勤に要する自転車等の購入費 

    〇 その他、就職に必要と認められる経費 
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４ 養成施設在学中の手続き 

  養成施設在学中の手続きのご案内です。手続きが必要な事象が発生しましたら、必要

な書類は、なごやつなぐ保育士（https://hoiku.city.nagoya.jp/data.php?c=support）

上にデータを掲載しておりますので、適宜ご活用いただき、紙ベースの添付書類はスキ

ャン等し、原則メールで名保連に提出してください。 

 

 (1) 住所・氏名の変更があった場合 

  ・ 以下の書類を準備し、名保連へメールで提出してください。 

   □ 住所・氏名変更届（細則様式第 2） 

   □ 住民票の写し等、変更内容が証明できるもの 

 

 (2) 連帯保証人の住所・氏名の変更があった場合 

  ・ 以下の書類を準備し、名保連へメールで提出してください。 

   □ 連帯保証人住所・氏名変更届（細則様式第 12） 

   □ 住民票の写し等、変更内容が証明できるもの 

 

 (3) 連帯保証人の変更があった場合 

  ・ 以下の書類を準備し、名保連へ郵送で提出してください。 

   □ 保証証兼誓約書（規程第 3 号様式） 

    ※ 変更後の連帯保証人の内容で改めて提出してください。 

   □ 理由書（任意様式） 

   □ 連帯保証人の印鑑登録証明書 

   □ 連帯保証人の所得証明書（源泉徴収票の写し等） 

   □ 保証契約解約申出書（細則様式第 11） 

    ※ 変更前の連帯保証人が保証契約を解除する場合に提出してください。 

 

 (4) 休学、復学、転学（養成施設間での転学）、停学があった場合 

  ・ 以下の書類を準備し、名保連へメールで提出してください。 

   □ 保育士養成施設休学・復学・転学・停学届（細則様式第 3） 

   □ 休学、復学、転学、停学の内容がわかる書類 

 

 (5) 転学（養成施設以外への転学）があった場合→ 返還猶予 

  ① 返還猶予申請のために必要な書類の準備 

   ・ 返還猶予申請のために必要な以下の書類を揃えてください。 

    □ 就職準備金返還裁量猶予申請書（規程第 9 号様式） 

    □ 保育士養成施設休学・復学・転学・退学届（細則様式第 3） 

    □ 転学後の大学等の在学証明書の写し 

 

https://hoiku.city.nagoya.jp/data.php?c=support
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  ② 返還猶予申請書類の提出 

   ・ 返還猶予申請書類は、名保連へメールで提出してください。 

 

  ③ 返還猶予の決定 

   ・ 名保連は申請内容（申請書類）を審査し、返還猶予の可否を決定後、申請者に

対してメールで通知します。 

 

 (6) 退学があった場合→ 返還 

  ① 返還申請のために必要な書類の準備 

   ・ 返還申請のために必要な以下の書類を揃えてください。 

    □ 就職準備金返還明細書（規程第 5 号様式）（記入例 P24） 

     ※ 返還方法は、月賦、半年賦、一括返済から選択することができます。振込

手数料は借受人に負担いただきますので、一括返済を推奨します。 

     ※ 半年賦、月賦の場合は、希望回数に応じて 1 回あたりの金額を算出します。

100 円未満の端数が生じた場合は、初回の金額に加算してください。 

    □ 保育士養成施設退学届（細則様式第 4） 

    □ 退学の内容がわかる書類 

 

  ② 返還申請書類の提出 

   ・ 返還申請書類は、名保連へメールで提出してください。 

 

  ③ 返還の決定 

   ・ 名保連は申請内容（申請書類）を審査し、振込先の口座等、返還の案内をメー

ルでご案内させていただきます。 

 

 (7) 留年した場合 

  ・ 以下の書類を準備し、名保連へメールで提出してください。 

   □ 保育士養成施設留年届（細則様式第 5） 

   □ 留年の内容がわかる書類 

 

 (8) 貸付を辞退する場合（保育業務に従事する意思が無くなった場合等）→返還 

  ① 返還申請のために必要な書類の準備 

   ・ 返還申請のために必要な以下の書類を揃えてください。 

    □ 就職準備金返還明細書（規程第 5 号様式）（記入例 P24） 

     ※ 返還方法は、一括、半年賦、月賦から選択いただけます。振込手数料をご

負担いただきますので、一括での返済をお勧めします。 

     ※ 半年賦、月賦の場合は、希望回数に応じて 1 回あたりの金額を算出します。

端数が生じた場合は、初回の金額に加算してください。 
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    □ 就職準備金辞退届（細則様式第 5） 

 

  ② 返還申請書類の提出 

   ・ 返還申請書類は、名保連へメールで提出してください。 

 

  ③ 返還の決定 

   ・ 名保連は申請内容（申請書類）を審査し、振込先の口座等、返還の案内をメー

ルでご案内させていただきます。 
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５ 養成施設卒業時の手続き 

  養成施設卒業時の手続きのご案内です。養成施設卒業後、名古屋市内の民間保育所等

で保育士として勤務する場合は貸付金の返還が猶予され、それ以外の場合は貸付金の返

還が必要になります。必要な書類は、卒業時にご案内するほか、なごやつなぐ保育士

（https://hoiku.city.nagoya.jp/data.php?c=support）上にデータを掲載しております

ので、適宜ご活用いただき、紙ベースの添付書類はスキャン等し、原則メールで名保連

に提出してください。 

 

 (1) 卒業後、引き続き、名古屋市内の民間保育所等で保育業務に従事する場合 

  → 返還猶予 

  ① 返還猶予申請のために必要な書類の準備 

   ・ 返還猶予申請のために必要な以下の書類を揃えてください。 

    □ 保育士養成施設卒業届（細則様式第 7） 

    □ 卒業証書の写し 

    □ 保育士登録届（細則様式第 8） 

    □ 保育士証の写し 

    □ 就職準備金返還裁量猶予申請書（規程第 9 号様式） 

    □ 指定業務従事届（細則様式第 9） 

     ※ 従事先記入欄及び署名欄を従事先施設に記入いただいてください。 

 

  ② 返還猶予申請書類の提出 

   ・ 返還猶予申請書類は、名保連へメールで提出してください。 

 

  ③ 返還猶予の決定 

   ・ 名保連は申請内容（申請書類）を審査し、返還猶予の可否を決定後、申請者に

対してメールで通知します。 

 

 (2) 卒業後、引き続き、大学等に進学する場合→ 返還猶予 

  ① 返還猶予申請のために必要な書類の準備 

   ・ 返還猶予申請のために必要な以下の書類を揃えてください。 

    □ 保育士養成施設卒業届（細則様式第 7） 

    □ 卒業証書の写し 

    □ 就職準備金返還裁量猶予申請書（規程第 9 号様式） 

    □ 在学証明書の写し 

 

  ② 返還猶予申請書類の提出 

   ・ 返還猶予申請書類は、名保連へメールで提出してください。 

 

https://hoiku.city.nagoya.jp/data.php?c=support
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  ③ 返還猶予の決定 

   ・ 名保連は申請内容（申請書類）を審査し、返還猶予の可否を決定後、申請者に

対してメールで通知します。 

 

 (3) 上記以外の場合（保育業務に従事しない場合、公立保育所に勤務する場合、名古屋

市外の民間保育所等で勤務する場合等）→ 返還 

  ① 返還申請のために必要な書類の準備 

   ・ 返還申請のために必要な以下の書類を揃えてください。 

    □ 保育士養成施設卒業届（細則様式第 7） 

    □ 卒業証書の写し 

    □ 就職準備金返還明細書（規程第 5 号様式）（記入例 P24） 

     ※ 返還方法は、月賦、半年賦、一括返済から選択することができます。振込

手数料は借受人に負担いただきますので、一括返済を推奨します。 

     ※ 半年賦、月賦の場合は、希望回数に応じて 1 回あたりの金額を算出します。

100 円未満の端数が生じた場合は、初回の金額に加算してください。 

 

  ② 返還申請書類の提出 

   ・ 返還申請書類は、名保連へメールで提出してください。 

 

  ③ 返還の決定 

   ・ 名保連は申請内容（申請書類）を審査し、振込先の口座等、返還の案内をメー

ルでご案内させていただきます。 
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６ 保育所等在職中（随時）の手続き 

  保育所等在職中（随時）の手続きのご案内です。手続きが必要な事象が発生しました 

ら、必要な書類は、なごやつなぐ保育士（https://hoiku.city.nagoya.jp/data.php?c=support） 

上にデータを掲載しておりますので、適宜ご活用いただき、紙ベースの添付書類はスキャ 

ン等し、原則メールで名保連に提出してください。 

 

 (1) 住所・氏名の変更があった場合 

  ・ 以下の書類を準備し、名保連へメールで提出してください。 

   □ 住所・氏名変更届（細則様式第 2） 

   □ 住民票の写し等、変更内容が証明できるもの 

 

 (2) 連帯保証人の住所・氏名の変更があった場合 

  ・ 以下の書類を準備し、名保連へメールで提出してください。 

   □ 連帯保証人住所・氏名変更届（細則様式第 12） 

   □ 住民票の写し等、変更内容が証明できるもの 

 

 (3) 連帯保証人の変更があった場合 

  ・ 以下の書類を準備し、名保連へ郵送で提出してください。 

   □ 保証書兼誓約書（規程第 3 号様式） 

    ※ 変更後の連帯保証人の内容で改めて提出してください。 

   □ 理由書（任意様式） 

   □ 連帯保証人の印鑑登録証明書 

   □ 連帯保証人の所得証明書（源泉徴収票の写し等） 

   □ 保証契約解約申出書（細則様式第 11） 

    ※ 変更前の連帯保証人が保証契約を解除する場合に提出してください。 

 

 (4) 勤務先の変更（同一法人が運営する施設）があった場合 

  ・ 以下の書類を準備し、名保連へメールで提出してください。 

   □ 指定業務従事期間証明書（細則様式第 10） 

    ※ 従事先記入欄及び署名欄を異動前の従事先施設に記入いただいてください。 

 

 (5) 勤務先の変更（同一法人が運営する施設以外）があった場合（2 年以上勤務してい

る場合）→ 返還免除＋返還 

  ① 返還免除申請及び返還申請のために必要な書類の準備 

   ・ 返還免除申請及び返還申請のために必要な以下の書類を揃えてください。 

    □ 就職準備金返還裁量免除申請書（規程第 7 号様式） 

     ※ 2 年以上保育業務に従事した場合は、返還債務の一部が免除されます。免

除額は、返還の債務の額×保育業務に従事した月数（業務に従事した日の属

https://hoiku.city.nagoya.jp/data.php?c=support
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する月から業務しなくなった日の前日の属する月までの月数）÷60 で算出し

し、1 円未満の端数がある場合は端数を切り捨てて算出します。 

      （例） 令和 8 年 4 月 1 日から令和 10 年 8 月 15 日まで業務に従事した場合 

          保育業務に従事した月数：令和 8 年 4 月から令和 10 年 7 月まで、28 月 

          返還免除額：200,000 円×28 月÷60＝93,333.33…≒93,333 円 

          返還額：200,000 円－93,333 円＝106,667 円 

    □ 指定業務従事期間証明書（細則様式第 10） 

     ※ 従事先記入欄及び署名欄を異動前の従事先施設に記入いただいてください。 

    □ 就職準備金返還明細書（規程第 5 号様式）（記入例 P24） 

     ※ 貸付けた金額から就職準備金返還裁量免除申請書で算出した返還免除申請

額を差し引いた額を返還総額に記載してください。 

     ※ 返還方法は、月賦、半年賦、一括返済から選択することができます。振込

手数料は借受人に負担いただきますので、一括返済を推奨します。 

     ※ 半年賦、月賦の場合は、希望回数に応じて 1 回あたりの金額を算出します。

100 円未満の端数が生じた場合は、初回の金額に加算してください。 

 

  ② 返還免除申請書類及び返還申請書類の提出 

   ・ 返還免除申請書類及び返還申請書類は、名保連へメールで提出してください。 

 

  ③ 返還裁量免除及び返還の決定 

   ・ 名保連は申請内容（申請書類）を審査し、返還免除の可否を決定後、申請者に

対してメールで通知します。 

   ・ また、名保連は申請内容（申請書類）を審査し、振込先の口座等、返還の案内

をメールでご案内させていただきます。 

 

 (6) 勤務先の変更（同一法人が運営する施設以外）があった場合（2 年以上勤務してい

ない場合）→ 返還 

  ① 返還申請のために必要な書類の準備 

   ・ 返還申請のために必要な以下の書類を揃えてください。 

    □ 指定業務従事期間証明書（細則様式第 10） 

     ※ 従事先記入欄及び署名欄を異動前の従事先施設に記入いただいてください。 

    □ 就職準備金返返還明細書（規程第 5 号様式）（記入例 P24） 

     ※ 返還方法は、月賦、半年賦、一括返済から選択することができます。振込

手数料は借受人に負担いただきますので、一括返済を推奨します。 

     ※ 半年賦、月賦の場合は、希望回数に応じて 1 回あたりの金額を算出します。

100 円未満の端数が生じた場合は、初回の金額に加算してください。 

 

  ② 返還申請書類の提出 
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   ・ 返還申請書類は、名保連へメールで提出してください。 

 

  ③ 返還の決定 

   ・ 名保連は申請内容（申請書類）を審査し、振込先の口座等、返還の案内をメー

ルでご案内させていただきます。 

 

 (7) 退職した場合（2 年以上勤務している場合）→ 返還免除＋返還 

  ① 返還免除申請及び返還申請のために必要な書類の準備 

   ・ 返還免除申請及び返還申請のために必要な以下の書類を揃えてください。 

    □ 就職準備金返還裁量免除申請書（規程第 7 号様式） 

     ※ 2 年以上保育業務に従事した場合は、返還債務の一部が免除されます。免

除額は、返還の債務の額×保育業務に従事した月数（業務に従事した日の属

する月から業務しなくなった日の前日の属する月までの月数）÷60 で算出し

し、1 円未満の端数がある場合は端数を切り捨てて算出します。 

      （例） 令和 8 年 4 月 1 日から令和 10 年 8 月 15 日まで業務に従事した場合 

          保育業務に従事した月数：令和 8 年 4 月から令和 10 年 7 月まで、28 月 

          返還免除額：200,000 円×28 月÷60＝93,333.33…≒93,333 円 

          返還額：200,000 円－93,333 円＝106,667 円 

    □ 指定業務従事期間証明書（細則様式第 10） 

     ※ 従事先記入欄及び署名欄を従事先施設に記入いただいてください。 

    □ 就職準備金返還明細書（規程第 5 号様式）（記入例 P24） 

     ※ 貸付けた金額から就職準備金返還裁量免除申請書で算出した返還免除申請

額を差し引いた額を返還総額に記載してください。 

     ※ 返還方法は、月賦、半年賦、一括返済から選択することができます。振込

手数料は借受人に負担いただきますので、一括返済を推奨します。 

     ※ 半年賦、月賦の場合は、希望回数に応じて 1 回あたりの金額を算出します。

100 円未満の端数が生じた場合は、初回の金額に加算してください。 

 

  ② 返還免除申請書類及び返還申請書類の提出 

   ・ 返還免除申請書類及び返還申請書類は、名保連へメールで提出してください。 

 

  ③ 返還免除及び返還の決定 

   ・ 名保連は申請内容（申請書類）を審査し、返還免除の可否を決定後、申請者に

対してメールで通知します。 

   ・ また、名保連は申請内容（申請書類）を審査し、振込先の口座等、返還の案内

をメールでご案内させていただきます。 

 

 (8) 退職した場合（2 年以上勤務していない場合）→ 返還 
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  ① 返還申請のために必要な書類の準備 

   ・ 返還申請のために必要な以下の書類を揃えてください。 

    □ 指定業務従事期間証明書（細則様式第 10） 

     ※ 従事先記入欄及び署名欄を従事先施設に記入いただいてください。 

    □ 就職準備金返返還明細書（規程第 5 号様式）（記入例 P24） 

     ※ 返還方法は、月賦、半年賦、一括返済から選択することができます。振込

手数料は借受人に負担いただきますので、一括返済を推奨します。 

     ※ 半年賦、月賦の場合は、希望回数に応じて 1 回あたりの金額を算出します。

100 円未満の端数が生じた場合は、初回の金額に加算してください。 

 

  ② 返還申請書類の提出 

   ・ 返還申請書類は、名保連へメールで提出してください。 

 

  ③ 返還の決定 

   ・ 名保連は申請内容（申請書類）を審査し、振込先の口座等、返還の案内をメー

ルでご案内させていただきます。  
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７ 保育所等在職中（現況確認時）の手続き 

  返還当然免除されるまでの間、毎年 3 月末に、在職状況について現況確認のご案内を

させていただきます。必要な書類を、原則メールで名保連に提出してください。 

 

 (1) 在職中で、5 年未経過の場合→ 返還猶予 

  ① 返還猶予申請のために必要な書類の準備 

   ・ 返還猶予申請のために必要な以下の書類を揃えてください。 

    □ 指定業務従事期間証明書（細則様式第 10） 

     ※ 従事先記入欄及び署名欄を従事先施設に記入いただいてください。 

 

  ② 返還猶予申請書類の提出 

   ・ 返還猶予申請書類は、名保連へメールで提出してください。 

 

  ③ 返還猶予の決定 

   ・ 名保連は申請内容（申請書類）を審査し、返還猶予の可否を決定後、申請者に

対してメールで通知します。 

 

 (2) 在職中で、5 年経過した場合→ 返還免除 

  ① 返還免除申請のために必要な書類の準備 

   ・ 返還免除申請のために必要な以下の書類を揃えてください。 

    □ 就職準備金返還当然免除申請書（規程第 6 号様式） 

    □ 指定業務従事期間証明書（細則様式第 10） 

     ※ 従事先記入欄及び署名欄を従事先施設に記入いただいてください。 

     ※ 5 年の間に異動があった場合は、過去に提出いただいたものを改めて提出

いただく必要はありませんが、通算で 5 年が経過しているかを確認してくだ

さい。 

 

  ② 返還免除申請書類の提出 

   ・ 返還免除申請書類は、名保連へメールで提出してください。 

 

  ③ 返還免除の決定 

   ・ 名保連は申請内容（申請書類）を審査し、返還免除の可否を決定後、申請者に

対してメールで通知します。 

 

 (3) 産休・育休中の場合→ 返還猶予 

  ① 返還猶予申請のために必要な書類の準備 

   ・ 返還猶予申請のために必要な以下の書類を揃えてください。 

    □ 就職準備金返還裁量猶予申請書（規程第 9 号様式） 



18 

    □ 産休・育休を証する書類 

 

  ② 返還猶予申請書類の提出 

   ・ 返還猶予申請書類は、名保連へメールで提出してください。 

 

  ③ 返還猶予の決定 

   ・ 名保連は申請内容（申請書類）を審査し、返還猶予の可否を決定後、申請者に

対してメールで通知します。 

 

 (4) 退職している場合（2 年以上勤務している場合）→ 返還免除＋返還 

  ① 返還免除申請及び返還申請のために必要な書類の準備 

   ・ 返還免除申請及び返還申請のために必要な以下の書類を揃えてください。 

    □ 就職準備金返還裁量免除申請書（規程第 7 号様式） 

     ※ 2 年以上保育業務に従事した場合は、返還債務の一部が免除されます。免

除額は、返還の債務の額×保育業務に従事した月数（業務に従事した日の属

する月から業務しなくなった日の前日の属する月までの月数）÷60 で算出し

し、1 円未満の端数がある場合は端数を切り捨てて算出します。 

      （例） 令和 8 年 4 月 1 日から令和 10 年 8 月 15 日まで業務に従事した場合 

          保育業務に従事した月数：令和 8 年 4 月から令和 10 年 7 月まで、28 月 

          返還免除額：200,000 円×28 月÷60＝93,333.33…≒93,333 円 

          返還額：200,000 円－93,333 円＝106,667 円 

    □ 指定業務従事期間証明書（細則様式第 10） 

     ※ 従事先記入欄及び署名欄を従事先施設に記入いただいてください。 

     ※ 異動があった場合は、過去に提出いただいたものを改めて提出いただく必

要はありませんが、通算で 2 年以上が経過しているかを確認してください。 

    □ 就職準備金返還明細書（規程第 5 号様式）（記入例 P24） 

     ※ 貸付けた金額から就職準備金返還裁量免除申請書で算出した返還免除申請

額を差し引いた額を返還総額に記載してください。 

     ※ 返還方法は、月賦、半年賦、一括返済から選択することができます。振込

手数料は借受人に負担いただきますので、一括返済を推奨します。 

     ※ 半年賦、月賦の場合は、希望回数に応じて 1 回あたりの金額を算出します。

100 円未満の端数が生じた場合は、初回の金額に加算してください。 

 

  ② 返還免除申請書類及び返還申請書類の提出 

   ・ 返還免除申請書類及び返還申請書類は、名保連へメールで提出してください。 

 

  ③ 返還免除及び返還の決定 

   ・ 名保連は申請内容（申請書類）を審査し、返還免除の可否を決定後、申請者に
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対してメールで通知します。 

   ・ また、名保連は申請内容（申請書類）を審査し、振込先の口座等、返還の案内

をメールでご案内させていただきます。 

 

 (5) 退職している場合（2 年以上勤務していない場合）→ 返還 

  ① 返還申請のために必要な書類の準備 

   ・ 返還申請のために必要な以下の書類を揃えてください。 

    □ 指定業務従事期間証明書（細則様式第 10） 

     ※ 従事先記入欄及び署名欄を従事先施設に記入いただいてください。 

    □ 就職準備金返還明細書（規程第 5 号様式）（記入例 P24） 

     ※ 返還方法は、月賦、半年賦、一括返済から選択することができます。振込

手数料は借受人に負担いただきますので、一括返済を推奨します。 

     ※ 半年賦、月賦の場合は、希望回数に応じて 1 回あたりの金額を算出します。

100 円未満の端数が生じた場合は、初回の金額に加算してください。 

 

  ② 返還申請書類の提出 

   ・ 返還申請書類は、名保連へメールで提出してください。 

 

  ③ 返還の決定 

   ・ 名保連は申請内容（申請書類）を審査し、振込先の口座等、返還の案内をメー

ルでご案内させていただきます。 
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８ 様式記入例 

 

 

 

  
第1号様式（規程第2条関係）

民間保育所等保育士等就職準備金貸付事業

①

②

　愛知県等が実施する修学資金又は他機関や他団体から就職準備に関する同種の資金を借り受けて

いる場合は対象になりません。

裏面あり

メールアドレス

就職準備金借用希望額

卒業後の
希望就職先

第一希望

第二希望

本人の履歴

学　　歴

　　　　　　　年　　月　　　　　　　　　　　　　　　　高校卒業

　　　　　　　年　　月　　　　　　　　　　　　　　　　卒業

他の奨学金等
の借入状況

名称

借入状況 　借入中　・　申請中（どちらかを選択し〇で囲むこと）

借入合計額（予定） 　　円　　

※②にはなごやつなぐ保育士に登録したメールアドレスを記載してください

フリガナ

氏　　名

生年月日 　　年　　月　　日生　（　　歳）

住　　所

〒

電話番号

就職準備金貸付申請書

※借受人番号 ※開始年月 令和　　年　　月

養成施設

名称

学部学科名

入学年月 修業年限

学年 学籍番号

記入しないでください

申請や返還の案内をメールで送付しますので、

連絡可能なメールアドレスを記載してください。

最大200,000円で借受ける金額を記入

保育所、認定こども園等の施設種別等を記入

記入しないでください



21 

 

  

1

2

3

4

5

6

1 住民票の写し（世帯全員、マイナンバーの記載がないもの）
2 世帯の所得等に関する書類（生計を一にする家族の全員（収入のない者を除く。

）の所得課税証明書）

1 ※印の欄には、記入しないでください。

2 卒業後の希望就職先欄には、施設の種別等を記入してください。

家族の状況

生計を一に
する家族

家族の現住所

〒

氏名 続柄 年齢 職業・学校
同居・別
居の別

収入の
有無

有・無

同居・別居 有・無

同居・別居

有・無

同居・別居 有・無

同居・別居

（添付書類）

同居・別居 有・無

同居・別居 有・無
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第4号様式（規程第6条関係）

民間保育所等保育士等就職準備金貸付事業

令和　　年　　月　　日

（公社）名古屋私立保育連盟会長　様

　公益社団法人名古屋私立保育連盟民間保育所等保育士等就職準備金貸付事業実施要綱等の規定に

より、上記のとおり就職準備金を借用します。
　なお、要綱等の規定により、就職準備金の返還の債務が生じたときは、返還期限までに確実に返

還します。連帯保証人は、返還の債務を借受人と連帯して負担します。

1 借受人欄、連帯保証人欄は必ず自署し、印は印鑑登録証明書の印を押印してください。

2 借受人及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添付してください。

裏面あり

就職準備金借用証書

就職準備金 円　　　

借受人

養成施設名

学部学科名

学籍番号

借受人番号

住所

〒

氏名 印　　

電話番号

フリガナ

氏名 印　　

電話番号

本人との関係

連帯保証人

住所

〒

フリガナ

収入印紙

【作成に当たっての注意】

・修正テープ、消せるボールペンは使用しないでください。

・訂正した場合は二重線で抹消し、上から記入者の訂正印を押印し、

近くに正しく記入してください。

印

印

収入印紙を貼付し、借受人と連帯保証人それぞれ割り印を押してください。

収入印紙金額は、貸付金額が10万円以下：200円、10万円超：400円です。
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（　　）インターンシップや就職活動のために必要な交通費

（　　）インターンシップや就職活動のために使用する被服費

（　　）就職活動のために各種情報収集するためのパソコン等を購入する経費

（　　）保育所等への就職によって転居が伴う場合における転居費用

（　　）転居先の賃貸物件の借上げに伴う礼金や仲介手数料

（　　）保育所等で使用する被服費

（　　）保育所等に勤務するにあたり必要な研修費用又は参考図書等の購入費

（　　）保育所等への通勤に要する自転車等の購入費

（　　）その他、就職に必要と認められる経費

具体的に記入してください

就職準備金の
使途

該当する()に
〇印を付けて
ください。(複

数可)
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第5号様式（規程第8条関係）
民間保育所等保育士等就職準備金貸付事業

令和　　年　　月　　日
（公社）名古屋私立保育連盟会長　様

　公益社団法人名古屋私立保育連盟民間保育所等保育士等就職準備金貸付事業実施要綱等の規定を

守り、貸付を受けた就職準備金を下記の計画に基づき滞りなく返還いたします。

満の端数が生じた場合は、初回に加算します。

就職準備金返還明細書

借受人

借受人番号

住所

〒

フリガナ

氏名

電話番号

連帯保証人

住所

〒

フリガナ

氏名

返還期間
　　年　　月　から　　　年　　月　まで

※返還期間は、原則2年以内とする。

電話番号

本人との関係

返還総額 円　　　

返還金額 初回 円　 初回以外 円　

（毎月　　日払い）

※半年賦、月賦の場合、希望回数に応じて1回あたりの金額を算出します。百円未

返還方法

　■一括

　□半年賦
希望回数

返還希望月 （毎月　　日払い）

　□月賦 希望回数

※返還免除金額がある場合は、貸付金額から

返還免除金額を差し引いた金額を記入してください。

※200,000円を1年（12回）で返還する場合

200,000÷12＝16,666.66…

初回以外：16,600円

初回：200,000－16,600×11＝17,400円

※振込手数料は借受人負担になりますので、

一括での返済を推奨します。
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８ 問い合わせ先 

  （公社）名古屋私立保育連盟 

   住所 460-0002 名古屋市中区丸の内 3-7-9 チサンマンション丸の内第二 905 

   電話番号 052-957-1970 

   Email info@meihoren.or.jp 

 

   提出書類の様式は、なごやつなぐ保育士 

（https://hoiku.city.nagoya.jp/data.php?c=support）上にデータを掲載しておりま 

  すので、適宜ご活用ください。 

mailto:info@meihoren.or.jp
https://hoiku.city.nagoya.jp/data.php?c=support

